
 

農林水産部 

No. 32  

 

制 度 名 
農山漁村振興交付金（山村活性化支援交付

金）うち山村活性化対策事業 

主管課名 
農村計画課 

農村活性化 G 

問合せ先 029-301-4264 

目的・趣旨 
山村の活性化を図るため、山村の特色ある地域資源の活用等を通じた所

得・雇用の増大を図る取組を支援する。 

〔対象団体〕 

振興山村を有する市町村、振興山村を有する市町村を構成員に含む地域協議会 

 

〔対象事業〕 

 山村の特色ある地域資源の潜在力を再評価し、それらを地域ぐるみで活用するためのソ

フト面の取組（組織・体制づくり、人材育成、付加価値向上等）を支援。 

1 地域資源の賦存・利用状況等の調査 

2 地域資源を活用するための合意形成、組織づくり、人材育成 

3 地域資源の消費拡大や付加価値向上等を図る取組、販売促進 

 

〔補助要件等〕 

山村振興法に基づき指定された振興山村で、当該振興山村における山村振興計画が作

成されていること。 

 

〔対象経費〕 

対象事業の実施に要する経費（人件費、報償費、需用費等） 

 

〔補助限度額等〕 

補助率：定額 上限 1,000 万円／年／地区   上限 3年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区   分 国 県 市町村 その他 

山村活性化対策 定額 － － － 

〔令和８年度予算概算決定額：国予算〕 

  780,000 千円        

〔令和８年度補助対象団体〕 

令和８年 4月以降交付決定 

〔備考〕 

 国からの直接補助 

 


